
経 済 産 業 省
資源エネルギー庁（参考）買取価格と買取期間の定め方の詳細について

第三者委員会
（調達価格等算定委員会）

同意

任命

経済産業大臣 国民の皆様

○再生可能エネルギー源の種別、設置形態、規模に応じて、関係大臣（農水大臣、国交大臣、環境大臣、消費者担当大臣）に協議し
た上で、中立的な第三者委員会（委員は国会の同意を得た上で任命）の意見に基づき経済産業大臣が告示します。

○集中的な再生可能エネルギーの利用の拡大を図るため、法の施行後３年間は、買取価格を定めるに当たり、再生可能エネルギー
電気の供給者の利潤に特に配慮することとしています。

報告

国会

公開の場で買取価格、買取期間を審議

農林水産大臣
国土交通大臣
環 境 大 臣
消費者担当大臣

経済産業大臣

意見

協議

買取価格買取価格
買取期間買取期間

（再生可能エネル
ギー源別、設置形
態、規模等ごと）

国民の皆様

告示

買取価格：通常必要となる発電コスト、再生可能エネルギー電気の供給者が受
けるべき利潤 等

買取期間：再生可能エネルギーの発電設備が設置されてから設備の更新が必
要になるまでの標準的な期間

※集中的な再生可能エネルギーの利用の拡大を図るため、法の施行後３年間
は、買取価格を定めるに当たり、再生可能エネルギー電気の供給者の利潤に特
に配慮することとしています。

以下の点を考慮して決めます。以下の点を考慮して決めます。

買取価格買取価格 買取期間買取期間

※毎年度告示を行う
（特段の事情ある場合
は半期ごと）

※賦課金が過重なも
のにならぬよう配慮
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